
港湾のもたらす経済的利益の分析

柴田銀次郎

(関西大学〉

この調査報告は昭和38年度において運輸省港湾局から本学会が委託を受けて、

横浜・名古屋・神戸の三港において港湾の存在することによって幾何の経済

的利益が生じているかを算定し、これを分析することとなったその中間報告

である。

本調査を担当した会員は、fj'IJ浜港については高見玄一郎、北見俊郎、寺谷

武明の三名、名古屋港については前回一三、松浦茂治の二名、又神戸港につ

いては柴田銀次郎、岸孝雄、111木泰督の三名で、ある。

港湾のもたらす経済的利益は、これを大別すると直接的なものと間接的な

ものとに分たれる。直接的利益は、港湾を利用する船舶、貨物、人をめぐっ

て、園、地方公共団体、港湾管理者等の公的機関の徴収する租税、公課や施

設使用料、ならびに港湾で営業する各種民開業者が利得する施設、サービス、

作業、労働に対する報酬など、港湾活動により第一次的に獲得する貨幣的利

益をいう。間接的利益は、この直接的利益の再分配によって港湾関係者のみ

ならず一般国民が獲得する利益、および直接的利益には結びつかないけれど

も港湾の存在することによって経済、活動が可能となっている商工業者や一般

市民の獲得している利益を含んでいる。

現在報告するのは以上のうち直接的利益に関する部分だけであり、しかも

その利益はグロスで計上したものである。又、調査期間は昭和37年4月乃至

昭和38年3月の 1カ年である。

調査の方法は、その対象が各港によってさまざまであり、或る港にある収

入源が他にはないというものもあり、三港の細項目について完全に画一的な

分類はできないけれども、大項目については略々共通的に分類した。その項

目は次の通りである。但し、ここに揚げたのは神戸港のそれで‘あり 、名古屋
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港の分はこれと大体同じであるから省略し、横浜港については、打合せが不

十分で-あったために一部分同一方法に乗ることができず、他の二港とは異る

算定方式によった項目があった。しかし、その後同一方式によって再調査を

行っているけれども、まだこの結果が得られずここに利用することができな

かったので、現在は暫定数字として最初の調査の結果のままここに掲げるこ

ととした。

第1表の項目につき37年度における収入を一々計算したのであるが、 算定

方法の原則は、個々の施設又はサービスにつき年聞の実際の稼働量に対し、

単位当り平均又は基本料金を乗ずるという方法でこれを推算した。しかし、

中には始めから一年間の収入額が明確なものもあれば(例えば関税、屯税等

の国家収入や管理者収入、各検査協会の収入など〉、稼働量そのものも推計せ

ざるを得ない項目 (例えば倉庫保管料収入は貨物平均回転率と平均在庫期間

とを基とした。〉もある。その一々をここに再掲することは煩わしいので、

配布した報告書によってこれを知って貰いたい。ここには一二の例を示すに

止める。
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第2表項目収入算定実例 〈神戸港〉

l 引船料 (338，514千円〕

船 名 所 属 作業隻数

隻
布 丸 三井倉庫 380 

海 鳳 日東運輸 531 

瑞 [，¥!. プL 11 1，206 

高 取 丸 新丸菱海運 1， 123 

月 光 丸 11 1，043 

事11 ~勿El ;丸 昭陽海運 1，151 

隆 手L 三浦海運 1， 142 

祥 lf;.~ 丸 日東運輸 1，223 

ま長 星 ;丸 新丸菱海運 1，200 

俊 :丸 三浦海 運 364 

竜王 丸(A) 事Ii 戸 765 

竜王 丸(B) 11 113 

事11
3時・:!J ブも 11 379 

早 itも1ι 1L 早駒運輸 1，396 

円1- 雲 丸 11 1，325 

生 駒 丸 11 448 

NO.2生駒丸 11 246 

川 m: 引船 川 崎重工 5 

合 14，040 

※金額には、割増料金も含む。

(神戸市港湾局資料〉

作業時間 |書留24|金 額
基木料金

時間 千円 千円
439.5 13 

687.5 13 

1，610.5 15 

1，482.0 15 

1，348.5 15 

1，529.5 15 

1，489.0 17 

1，667.5 17 

1，654.0 17 

469.5 17 

947.0 16 

141. 5 16 

429.5 14 

1，637.5 10 

1，535.5 9 

476.0 11 

281. 5 11 

6.0 13 

市 30，514
民 308，000

17，832.0 ※ 338，514 

神戸港に関し第1表に掲げた総べての項目につき第2表各項目の算定方法

に準じて各収入額を推算し、これを総括した結果が第3表である。 第3表に

掲けYこ数字は、各項目において重複することのないように整理してあるため、

例えば管理者収入であっても、引船料、浮標・岸壁使用料、船舶給水料、上
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3. 海上起重機使用料 (484，191千円〉

寄事I1海事工業所、J11 ~崎重工、 新三菱神戸造船所、 押木海事工業、上組以上 5 社資料

古巨 力 |形 式|酬時間| 11立 イ面 額

11寺閥 千円 千円
15トン吊 1iA 回 式 415 最初Jの11時間まで 12 4，980 

15 1/ 旋回府仰式 1，503 1/ 14 21，042 

20 1/ 府 イ印 式 1，487 1/ 14 20，818 

30 1/ 両 !周囲定 式 1，220 1/ 13 15，860 

35 1/ 1/ 1， 160 1/ 14 16，240 

40 1/ 11 2，006 1/ 15 30，090 

45 1/ 1/ 1， 185 1/ 15 17，775 

50 1/ 1/ 1，255 1/ 24 30，120 

50 1/ 11 1，050 1/ 20 21，000 

60 1/ 旋回府仰式 1，910 1/ 27 51，570 

70 1/ 両脚固定式 1， 130 1/ 24 27，120 

200 II 府 イfn 式 785 II 67 52，595 

250 II 雨脚回定式 1， 143 ノY 67 76，581 

480 II II 820 I1 120 98，400 

A 
口

※ 金額は基本料金のみ。

屋使用料などはそれぞれの分類項目に入れ、従って管理者収入の中には含ま

れていなし、。これらを湾整した数字については更に後に記して解説すること

とする。

名古屋港についての調査も神戸港と殆ど同じ方法を以ってこれを行い、そ

の結果を総括したものが第4表である。更に、横浜港については前述のよう

に調査方法が異り、かつ一部分調査未了のものもあるので、ここに掲げる数

量は暫定であることを附記する。
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第 3表 神戸港における直接利益 総括表 (単位 .千円〉

船舶巡航凶係 船内荷役関係 ! 1~ 守3 関 係 凪・市 ・検査協会 ・その他

No. 事i 目 金額!No|抗 日|金額尚|抗 IJ I企 描i11 No.' lJi 日|企 暫1No.' 現 日 金 額

入〈出)i!!i 16 鉛内荷 役料 12，820 (，:j 役 !通運 国及び倹進協会

1水先料 287，738 は L け回 i曹料 40税関収入 8，.167， 455 

2 引船料 338，51" 181 jjz :lo!:料 197，4371126 沿 jj~ 荷 役料 2，608，10 H 縦巡日収入 20，2'12 

3綱取料 58，708 jjz 数料 ，151，30 42 生糸検査所収入 19，281 

4、計 同，1，96Q
20鑑視只料 2回，333.128 検孟t 料 (181こ合む)， 43壁も当J宮ま受 57，699 

29 鑑定料 (19に合む):
けい留

21 初出料 68，，130il 30 向 iu 料 72，525 <l4 輸出品倹査所収入 5，901 

‘" 

4 浮標 ・ ;~~堕使m料
22 船内大 工!f， 1 96，.700:1 31 神作 戸Ji，1業頭サイ料ロ:1 45 倹疫所収入 3，792 

5通船料 H2.，15i 
23 船内掃除料 273，720:1 32 袋 aN作業料 46 入国管理事!d所収入 4，7鈍

6 鉛;，(1給水料 88，091 
33 筏作業料 65， 47 工業品検査協会収入 124，707 

7 食料品代 1，740，OOC 
2.1 泌上起III機使用料 484， 

S 洗溜 ftその他 980，凹自 小 E十 5，699，169 小 計臥703，882

9 船内消諜料 1，879，4凹 保管 叶1

10 鉛J'< 購入料 2，874，714 3.1 :fr Nl保管料 48 管理者収入 398，780 

小計
35 通tr倉庫荷役料

〈在F様、岸壁、引船、給水を除<)
36 i'()議 11

絵 そり他

11 船舶・j;l堕屯話料 小 計 3，993， 
厚生指段使用料 22，569 

ロ船舶動静通話料 7， 通関

13鉛匁料 51， 通関手数料 1，274， 合 計ド9，125，231

14 船舶修理代 7，43，1，512 

子二J15燃料代 7，臼7，98
健

d、 .t15，257，987 z 1<Jo手数約
，ィH、 写刷. 23，817，5叩 合 針 114，721



第 4表 名古屋港におる直接利益 総 括表 (単位 ;千円〉

船舶巡航関 船内荷役関係 貨物 関 係 官公庁関係

金帯1， 金税 金額 金額

入叩港 16 船内荷役料 1- l l的 役 1'1 
1 <ん燕作業料 叫 960 国

50税関 3，668，12'1

51 1 i程運局 2，3珂

3 綱取料 19倹査料 8，913!27線数料 200，.157 
油関

52 繊維製品検査 所 17，81J 

。。

小 倉す
初 監 1lI. J~ 1呼 忽，71312811禽股終 155野 711

，15 通関手髭狗“乱6何
53 静岡輸出検査所 354 

11

29 検 査 料 20に古む
46 乙仲手致料 712.080

54倹疫所 1，82-
i 
1
引荷直斜 初判 直斜 ー 小 計fl.日 55 入国管理事務所 一

4 浮際 ・ jÎ~i:'~使用料 56，72-'11 22 船内大工 料 35，346
1
131 般物航定料率 10， 86'[[ ~畳 迎

56 工業品倹査所 15，467 

5 通船料 52， 料
| i
盟営 イロ 57 1 ~~波管理局 235 23 船内掃除 15，8041 32 サ ll，I，95.111 ，17 通運 ZJ~ 業運賃 77，38 

6 船舶 給水料 38 ， 13~1 l' 1 ニ s ーマ ラ
J
ッ

IJ
ク

11 33 コンベア使料 6，728
11 48 側線量i用料 3，18，1 小苦l'13，706，171 

7 食料 1111 代 820，00011 2.1 彬上起盤機(i!!Jfl料 5，52{! 3.1 災討;('I 栄料 ー
8 1 iil; 吊1 そ の他 7，920

11 l' 
---

1 1135 筏 作業料 381，，30 小 計 HO，57・ 管迎 μ

作
58管理者 263，2日
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明

〈浮際 ・ }t~~ ・ ヲ i船
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寄生 I'~ '1'1' 

合 計 3，969，43

1J船 舶 ・ )Î~~'t{iぷ料
38 タ

γ タ ク
I リーニング事キ ' 

12 1 "1総動静通話供

四叫

咽

I I I "-1ft W M 智:t予 2叫醐
I

13 船 刻 料 16，99"il 1 1 " .'0 マーク刷その他 ー
1 4 船舶 修理 I~ 1 539，25911 1 1 1141 冷厳ftJoIl保管料 56，6.'5 
15 燃 料代 683，.'3'11 1 I 11 42 1 IJ辿 ir1011初1):料 953，570

小 官l'I 1，2'15， 3Hi! I j 11 43 冷蔵irJ'l1初役料 11，406 

合 計孔5九令 官十 2，013，2721 1 I1 合 計
1
8，6払 01 総 計 18，214，74



第 5表 横浜港における直接利益総括表〈要再調〉

I 船舶運航I~I係〔噴同不明〕ー…..11，921，338千円

E 貨物関係

1. はiしヤT 1，924千円

2. 船内荷役 1，910，804 11 

3. 沿岸荷役 170，500 11 

4. 通連事業 199 11 

5 自動車事業 1， 570， 992 11 

6. 倉庫及び上屋 1，262，565 11 

7 乙仲収入 4， 758， 000 11 

8. 袋詰作業 202，285 11 

9 燥蒸作業 56，284 11 

10. 引船、枚数 不明

合 計・・・-…- ・…...9，933，553千円

Eυ 
門
，
a
q
L
 
qo 

守
l
A係

所

側

査

設

入

関

局

検

施

収

運

糸

生

の

税

海

生

厚

国
可

i

n

L

n

J

E
即
日

51，262，394千円

14，036 11 

46，763 11 

4. 入国管理事務所 5，027 11 

5. 検疫所 3，667 11 

6. 輸出検査所 6，772 11 

合計 .........…....51，338，659千円

V 管理者収入

1. 桟橋 96，331千円

2. 浮傑 14，761 11 

3 物錫場 2，985 11 

4. !IlJ :fi'l 13， 027 11 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12 

13 

14. 

15. 

問r"J 27'1 11 

貯木場 1，099 11 

貯l実場 420 11 

土地 31，480 11 

事務所 2，355 11 

専用上屋 17，239 11 

一般上屋 85.272 11 

引 船 10， 378 11 

荷役噂用 1，083 ノ/

荷役一般 11，290 11 

船舶給水 86，115 11 
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16. ヨッ トハーパー使用料 341 I! 

合計....・H ・....・ H ・.....374，410千円

以上が一次報告の結果であるが、二次以下の調査は、先ず横浜港について

の同調査を神戸、名古屋港のそれと同一歩調のものとするための再調査と、

間接利益の調査分析である。いずれも近い将来これに着手し、今日報告した

調査に附加する筈で、ある。

第3、第七 第5表を観察することによ り種々の結論を求めることができ

るが、ζこにはそのーとして、園、管理者、民聞が各港湾にあって得ている

収入は如何なる割合になっているかを見ることとする。前述したよ うに、第

3、第4、第5表は項目の重複を避けるため、例えば神戸港における引船料

収入338，514干円の うちには管理者収入30，514千円が含まれており 、浮標 ・

岸壁使用料194，766千円のうち 180，122千円、船舶給水料88，091千円の金額

は管理者収入である。このような項目を調整して園、管理者、民開業者の分

類に引直して再計してその割合を見ると次の如き結果となる。

第 6表神戸・名古屋・横浜3港比較昭和37年度

1. 総 額

神戸港

名古屋港

横浜港

2. 国の収入

神 戸港

名古屋港

横浜港

3. 管理者収入

事11 戸浴

名古屋港

布yl 浜港

民間収入

11) 船舶IY;I係収入

神 戸港

名古屋港

:J1t'i浜 r)jf

722 

182 

772 (仮〉

287 (関 285)

38 ( /1 36) 

513 ( /1 388) 

7 

5 

4 

238 

36 

119 
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100.0 

100.0 

100.。

39.8 

21. 0 

66.5 

% 

1.0 

2.9 

0.5 

33.1 

19.6 

15.4 

(単位 億円〕



(2) 船内荷役収入

神 戸港 45 6.2 

名古屋港 20 11. 1 

横 浜港 19 2.5 

(3) 貨物関係収入

神 戸港 1<17 20.4 

名古屋港 86 47.4 

横浜港 117 (仮〉 15.1 

第6表によると、神戸港では国の収入が、39.8%、管理者収入1.0%、民

間収入59.7%となり、 名古屋港では国の収入21.0% (関税が極めて少しつ、

管理者収入2.9%、民間収入78.1%(最も多い〉、横浜港(資料に不備がある

が〉では国の収入66.5% (最も多い。これは民間収入の過少見積による〉、管

理者収入0.5%、民間収入33.0%となる。

資料不備のため決定的な断を下すことはできないけれども、全体を通じて

いえることは、港湾経済活動で、最も多くの収入を得ている者は民開業者であ

り、次には国である。 管理者は極めて少い収入しか得ていないということで

ある。民間収入の多いことは当然であるとしても、国が港湾においてかくも

大きな収入を得ているということは驚異で、あって、各港の管理者がその財政

面で常に赤字で悩んでいる事実に照して、これは固としても一考を要するこ

モではないかと思う。

- 11-


	バインダー
	03_ページ_1
	03_ページ_2
	03_ページ_3
	03_ページ_4
	03_ページ_5
	03_ページ_6
	03_ページ_7
	03_ページ_8
	03_ページ_9




